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令和７年度がスタートしたところです

が、さまざまな制度変更が行われ、新し

い制度での行政の運営が本格化していき

ます。令和７年４月からの厚生労働省関

係の制度変更にはどのようなものがある

のか？企業実務に影響がありそうな事項

をチェックしておきましょう。 

□ 高年齢雇用継続給付の給付率の引き

下げ 

【主な対象者：雇用保険の被保険者】 

・高年齢雇用継続給付について、最大給

付率を各月に支払われた賃金額の 15％か

ら 10％に引き下げる。(＊) 

□ 出生後休業支援給付の創設 

【主な対象者：雇用保険の被保険者】 

・子の出生後の一定期間内に両親がとも

に 14 日以上の育児休業を取得した場合

に、既存の育児休業給付と合わせて休業

開始前の手取り 10 割相当を支給する「出

生後休業支援給付金」を受給できるよう

になる。(＊) 

□ 育児時短就業給付の創設 

【主な対象者：雇用保険の被保険者】 

・子が２歳未満の期間に時短勤務を選択

した場合に、時短勤務時の賃金の 10％を

支給する「育児時短就業給付金」を受給

できるようになる。(＊) 

(＊)これらの給付の支給申請書などは、

原則として、事業主が提出することにな 

ります。 

企業としても、このような給付がある

ことやその概要は知っておく必要があり

ます。 

□ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実

現するための措置の拡充 

【主な対象者：すべての事業主と労働

者】 

・子の看護休暇の対象となる子の年齢を

小学校３年生まで（改正前は小学校就学

前）拡大し、取得事由を感染症に伴う学

級閉鎖等に拡大等する。 

・所定外労働の制限（残業免除）の対象

となる子の年齢を小学校就学前まで（改

正前は３歳未満）拡大する。 

□ 介護離職防止のための仕事と介護の

両立支援制度の強化等 

【主な対象者：すべての事業主と労働

者】 

・介護に直面した旨の申出をした労働者

に対して、事業主が介護休業や介護両立

支援制度等に関する事項の周知と利用の

意向確認を個別に行うことを義務付け

る。 

・介護に直面する前の早い段階（40 歳

等）で、労働者等への介護休業や介護両

立支援制度等に関する早期の情報提供

や、雇用環境の整備（労働者への研修

等）を事業主に義務付ける。 

おおむね、これまでにも紹介していた

制度変更ですが、今一度確認しておきま

しょう。 

全く対応していない、対応に不安があ

るなど、気軽にご相談ください。 

令和７年度 厚生労働省関係の 

主な制度変更をチェックしておきましょう 

［ 今月の NEWS ］

令和７年４月からの厚生労働省関係 

の制度変更 重要事項をチェック 
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高年齢者雇用確保措置の経過措置が、

令和７年３月 31 日もって終了しました。

厚生労働省では、次のようなリーフレッ

トを作成し、必要な対応をとるように呼

びかけています。 

下記の経過措置に基づく基準対象者に

限定した継続雇用制度を導入することに

より、高年齢者雇用確保措置を講じてい

た事業主の皆さまは、同年４月１日以降

は、別の措置により、高年齢者雇用確保

措置を講じる必要があります。 

そして、経過措置終了前の就業規則に

おいて、経過措置終了後には希望者全員

を 65 歳まで継続雇用する旨が定められて

いる場合を除いては、就業規則の変更が

必要となります。 

ご不明な点がございましたら、気軽に

お声掛けください。 

高年齢者雇用確保措置の経過措置が終了 

対応はお済みですか？ 

［ 今月の NEWS ］

 経過措置期間は令和 7年 3 月 31 日までです（厚労省のリーフレット） 
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令和３年４月からパートタイム・有期

雇用労働法が全面施行され、正社員とパ

ートタイム労働者・有期雇用労働者との

間の不合理な待遇差の解消が求められて

います。 

厚生労働省では、同一労働同一賃金に

取り組んでいる企業の声（同一労働同一

賃金に取り組むメリット等）を紹介した

リーフレットを作成し、事業主の皆さま

に、定期的に自社の状況を点検し、継続

して取組を行うように呼びかけていま

す。 

そのリーフレットの一部を紹介しま

す。 

定期的に自社の状況を点検し、継続し

て取組を行うことが重要ということです

ね。 

点検をどのように行うのか、どのよう

な取組があるのかなどの基本的な内容も

含め、ご不明な点などがあれば、気軽に

お声掛けください。 

進めよう！同一労働同一賃金の取組 

厚労省が呼びかけ 

［ 今月の NEWS ］

進めよう！同一労働同一賃金の取組（厚生労働省のリーフレット）の一部 
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最低賃金の２年連続の大幅引き上げや

新たな政府目標（2020 年代中に全国加重

平均 1,500 円の達成）を受け、中小企業

への影響や受止め等の実態を把握し、今

後の要望活動に活かしていくために、日

本商工会議所が調査を実施しました。そ

のポイントを紹介します。 

2025 年度より政府目標どおりの引き上

げ（7.3％）が行われた場合、「収益悪化 

により、事業継続が困難（廃業、休業等

の検討）」との回答が 15.9％もあり、さら

に、地方・小規模企業では、その回答が

20％を超えています。 

政府は、最低賃金の引き上げに向け

て、令和７年５月までに効果的な対策を

取りまとめることとしています。どのよ

うな対策が講じられるのか、決定しまし

たらお伝えします。 

「中小企業における最低賃金の影響に関する

調査」の集計結果を公表（日本商工会議所） 

［ 今月の NEWS ］

「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」の集計結果のポイント 

□ 現在の最低賃金の負担感について、「大いに負担」・「多少は負担」の合計は７割超
（76.0％）。 

地方では８割近く（77.5％）に達し、都市部（67.9％）より 9.6 ポイント高い。 

□ 2025 年度より政府目標どおりの引き上げ（7.3％＊）が行われた場合の影響につい
ては、次のとおり。 

＊2020 年代中に全国加重平均 1,500 円を達成するためには、2025 年度から年率 7.3％
の引き上げが必要となります。 
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厚生労働省は、顧客等からの著しい迷

惑行為（いわゆるカスタマーハラスメン

ト）の対策の一環として、カスタマーハ

ラスメント対策に関心を持つ業界団体等

が業界内の実態を踏まえ業界共通の対応

方針等を策定・発信するまでの取組支援

を、モデル事業として実施しています。 

この度、その事業の一環として実施し

たスーパーマーケット業界におけるカス

タマーハラスメントの実態調査や業界企

業へのヒアリングを踏まえ、｢業種別カス

タマーハラスメント対策企業マニュアル

（スーパーマーケット業編）｣を作成し、

公表しました。 

このマニュアルには、スーパーマーケ

ット業界におけるカスタマーハラスメン

トの実態調査や業界企業へのヒアリング

を踏まえ、カスタマーハラスメントに対

する業界団体等の傘下の企業の共通の方

針や企業が取り組むべき対策が、具体的

に記載されています。 

 なお、マニュアルとあわせて、ポスタ

ーや研修動画も作成・公表されていま

す。 

必要であれば、気軽にお声掛けくださ

い。 

スーパーマーケット編の 

カスハラ対策企業マニュアルを公表 

［ 今月の NEWS ］

 業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル 

（スーパーマーケット業編）の表紙 
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令和７年度を迎え、厚生労働省から、

「令和７年度 雇用・労働分野の助成金

のご案内（簡略版）」「雇用関係助成金ご

とのパンフレット（詳細版）」などが公表

されました。 

雇用関係助成金・労働条件等関係助成

金に要する費用は、基本的には、事業主

の方々が負担する雇用保険の保険料（雇

用保険率のうち、一般の事業では 1,000

分の 3.5 の部分）・労災保険の保険料で賄

われています。 

保険料を負担しているわけですから、

活用できる助成金があるのなら、活用し

たいところです。 

まずは、簡略版で、 

最新の内容を確認して 

みてはいかがでしょうか？ 

お声掛けいただければ、パンフレット

の全文をご紹介します。 

詳細の説明・アドバイスなどもお任せ

ください。 

令和７年度の雇用・労働分野の助成金  

全体のパンフレット簡略版などを公表 

［ 今月の NEWS ］

令和 7年度 雇用・労働分野の 

助成金のご案内（簡略版） 



５月号/２０２５

クロウド社会保険労務士事務所                8 
参考：毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査） 結果の概要｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 他 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html

※ 季節調整値：前月からの変化を適切に捉えるため、季節変動の影響を除いた数値（原数値から季節変動を除去した結果数値）

定期給与 現金給与総額（2025 年 1 月)

全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県 
292,468 円 370,689 円 298,295 円 279,205 円 280,197 円 

労働関係指標（2025 年 2 月) 

有効求人倍率 

（季節調整値※） 

全国  1.24 倍 

有効求人数 

全国 2,455,941 人

有効求職者数 

全国 1,856,243 人

広島県 1.44 倍 広島県 63,031 人 広島県 43,769 人 

福山市 1.64 倍 福山市 11,619 人 福山市  7,094 人

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］
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今回の名城訪問は今帰仁城です。 

沖縄本島の北部・本部半島にある世界遺

産にも登録された歴史的なグスクです。 

もともとは琉球王国と敵対する北山王

国の居城でしたが、1416 年に琉球王国に

よって北山王国が滅ぼされた後は、旧北

山王国の監視及び統治を目的として琉球

王国が設置した「北山監守（ほくざんか

んしゅ）」の拠点となっています。 

今帰仁城の見どころは、何と言っても

長大な城壁でしょう。総延長 1,500ｍ、最

も高い地点は 8ｍ。なかでも「百曲り」と

称される曲線美は秀逸です。2000 年 11 月

に首里城などとともに、琉球王国のグス

ク及び関連遺産群としてユネスコの世界

遺産（文化遺産）に登録されています。 

今回の名城訪問は中城城です。 

沖縄本島中部にある世界遺産にも登録さ

れた歴史的なグスクです。 

現在の形に完成させたのは、護佐丸に

よってと伝わっています。護佐丸とは、

琉球王国建国の功臣で、6代の王に仕えな

がらも晩年に謀反を疑われると自害し、

忠節を全うしたと言われる名将です。 

中城城の見どころは、優美さと堅固さ

を兼備したところでしょう。NHK「日本最

強のお城スペシャル第 12 弾」では「日本

最強の城」に選定されています。また、

黒船で有名なペリー提督が立ち寄った際

には、400 年以上の風雨に耐える城壁を築

いた琉球人の建築技術に驚嘆したという

調査隊の記録も残されています。

日本１００名城に行こう vol.9 

～今帰仁城 / 中城城～ 

［ 歴史探訪 ］

【#98 今帰仁城（沖縄県国頭郡今帰仁村）】 

① 天守 ：なし 

② 城区分：山城 

③ 築城年：13 世紀末頃 

④ 築城者：不明 

⑤ 主な遺構 

石垣/主郭/御内原/平郎門跡など 

【#99 中城城（沖縄県中頭郡中城村）】 

① 天守 ：なし 

② 城区分：山城 

③ 築城年：14 世紀後半頃 

④ 築城者：護佐丸 

⑤ 主な遺構 

石垣/一の郭/二の郭/三の郭など 
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ゆんたくひんたく 

［ coffee break ］
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ゆんたくひんたく 

［ coffee break ］
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営業日のお知らせなど 

［ 今月のお知らせ ］

5/12 ● 4月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付

 5/15 ● 障害者雇用納付金の申告と納付期限      ● 障害者雇用調整金の申請期限

6/2 ● 4月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 3 月決算法人の確定申告と納税・9月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
● 6 月・9 月・12 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 
● 自動車税・軽自動車税の納付（都道府県の指定日まで） 

お仕事 

カレンダー

５月

赤文字の日、及び青文字の日は

休みとさせていただきます。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

2025年5月


